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鹿 交 指 第 8 4 号
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令 和 ５ 年 ６ 月 2 7 日

各 部 長

各参事官 殿

各所属長

本 部 長

担当 企画許可係 ℡

自動運転の公道実証実験に係る道路使用許可の取扱いについて

（通達）

見出しのことについては，「自動運転の公道実証実験に係る道路使用許可の

取扱いについて（通達）」（令和２年４月15日付け鹿交規第128号ほか。以下「旧

通達」という。）に基づき運用しているところであるが，道路交通法の一部を

改正する法律（令和４年法律第32号。以下「改正法」という。）が本年４月１

日に施行され，特定自動運行に係る許可制度が創設されたことにより，今後，

特定自動運行実施者が，特定自動運行が終了した後，当該特定自動運行の経路

において，遠隔型自動運転システム又は特別装置自動車の特別な装置を使用し

て当該特定自動運行用自動車を走行させることが予想されるとともに，高速自

動車国道等におけるレベル４の自動運転の実現に向けて，高速自動車国道等に

おける遠隔型自動運転システムの公道実証実験が実施されることが予想され

る。

このような諸情勢を勘案し，別添のとおり「自動運転の公道実証実験に係る

道路使用許可基準」を定めたので，事務処理に誤りのないようにされたい。

なお，この通達は令和５年７月１日から施行し，旧通達は令和５年６月30日

限り廃止する。

記

１ 基準策定の趣旨

特定自動運行に係る許可制度が施行されたことに伴い，特定自動運行が終

了した後，当該特定自動運行の経路において，遠隔型自動運転システム等を

使用して当該特定自動運行用自動車を走行させる場合の安全確保措置，許可
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に付する条件等について明確化することとした。

また，今後，政府目標である2025年度頃の高速道路におけるレベル４自動

運転トラックの実現等に向けた実証実験が実施されることが予想されること

等から，高速自動車国道等において遠隔型自動運転システムの公道実証実験

を行う場合等の審査の基準を新たに規定することとした。

そのほか，許可期間，申請書の添付書類等を合理化するなど，所要の改訂

を行うこととした。

２ 内容

(1) 公道実証実験中である旨の表示について（別添「自動運転の公道実証実

験に係る道路使用許可基準」（以下「別添」という。）「１(3)ア(イ)」）

改正法及び道路交通法施行規則等の一部を改正する内閣府令（令和４年

内閣府令第67号）により，特定自動運行中である旨の表示は，「自動運行

中」の文字を表示する装置を特定自動運行用自動車の前方及び後方から見

やすい位置に取り付け，作動させる方法により行うものとされたことに鑑

み，公道実証実験中である旨の表示も実験車両の同様の位置にすることと

する。ただし，特定自動運行が終了した場合において，当該特定自動運行

用自動車を，危険を防止するため又は特定自動運行の使用条件を満たす状

態に戻すため必要な限度において短い距離を移動させる場合は，公道実証

実験中である旨の表示は省略しても差し支えないこととする。

(2) 保安要員が実験車両の運転者席に乗車する場合の審査の基準について

（別添「１(3)イ(エ)，(オ)及び(カ)」）

保安要員が実験車両の運転者席に乗車する場合について，遠隔監視・操

作者と当該保安要員の役割を明確化し，実施計画に当該役割を明示すると

ともに，それぞれに当該役割を認識させていること等審査の基準を明確化

する。

(3) 高速自動車国道等において遠隔型自動運転システムの公道実証実験を行

う場合の審査の基準について（別添「１(7)」）

高速自動車国道等において，遠隔型自動運転システムの公道実証実験を

実施する場合について，警察庁が示すガイドラインに従った実証実験によ

り，当該実施場所において，当該実験車両を用いて安全に自律走行させる

ことができることが確認されていること，保安要員を実験車両又は実験車

両の直前若しくは直後を走行する誘導車両に常に乗車させる実施計画であ

ること等審査の基準を明確化する。

(4) 公道実証実験に必要な審査の合理化について（別添「２，３(1)ウ及び

３(2)」）

ア 特定自動運行が終了した後，特定自動運行用自動車を遠隔型自動運転

システム又は特別装置自動車の特別な装置を使用して当該特定自動運行

の経路で走行させる場合は，公道審査を省略しても差し支えないことと

する。

イ これまでの走行実績の積み重ねに鑑み，公道実証実験に必要な各種審
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査手続を合理化する。

(5) その他

許可に係る指導事項を追加するなど，所要の改訂を行うこととする。

３ 留意事項

(1) 特定自動運行が終了した後に，特定自動運行用自動車の運転を行う場合

において，当該運転が，遠隔型自動運転システムを用いて自動車を走行さ

せ，又は特別装置自動車を走行させる態様により行われるものであるなど，

一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路

を使用する行為に該当するときは，特定自動運行の許可に加え，道路使用

許可が必要となることに留意すること。

(2) 許可に係る審査を行うに当たって，疑義が生じた場合又は本基準によら

ずに許可を行おうとする場合は，道路管理者，専門的知見を有する者等の

協力を求めるべき場合もあり得ることから，速やかに交通規制課に相談す

ること。



- 4 -

別添

自動運転の公道実証実験に係る道路使用許可基準

○ 自動運転技術を用いて自動車を自律的に走行させるシステムで，緊急時等に備え

て自動車から遠隔に存在する監視・操作者が電気通信技術を利用して当該自動車の

運転操作を行うことができるもの（以下「遠隔型自動運転システム」という。）を

用いて公道（道路交通法（昭和35年法律第105号。以下「法律」という。）第２条第

１項第１号に規定する「道路」をいう。以下同じ。）において自動車を走行させる

実証実験（以下「遠隔型自動運転システムの公道実証実験」という。）

○ 手動による運転時は通常のハンドル・ブレーキと異なる特別な装置で操作する自

動車（以下「特別装置自動車」という。）を車内に存在する監視・操作者が，公道

において手動で走行させ，又は自律的に走行させる実証実験（以下「特別装置自動

車の公道実証実験」という。）

については，いまだ技術的な安全性も確立されておらず，「一般交通に著しい影響を

及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為」に該当することか

ら，その実験を行おうとする者は，法律第77条第１項の道路使用許可を受けなければ

ならない。

これら公道実証実験に係る道路使用許可の申請に対する取扱いの基準は，次のとお

りとする。

１ 許可に係る審査の基準

⑴ 実験の趣旨等

ア 自動運転の実用化に向けた実証実験であること。

イ 実験の管理者及び監視・操作者（申請に係る自動車（以下「実験車両」とい

う。）を走行させ，法律上の運転者に課された義務を負う者をいう。以下同じ。）

となる者（※）が実施主体の監督の下にあり，安全を確保するために必要な実

施体制（交通事故等特異事案が発生した場合の対応・連絡要領を含む。）に係

る資料を警察に提出していること。

※ 監視・操作者となる者は，複数名を申請することが可能である。ただし，

それぞれの監視・操作者が１台又は複数台の実験車両を走行させるいずれの

場合であっても，現に走行している各実験車両の監視・操作者はそのうちの

１名に限定するものとする。

なお，監視・操作者の指揮・監督の下に同人を補助する者を置くことを妨

げるものではない。

⑵ 実施場所・日時

ア 共通事項

実験車両の機能（※）及び実施場所における交通の状況に応じて，一般の道

路利用者の通行に特段の著しい支障を及ぼす場所及び日時が含まれないこと。

※ 遠隔型自動運転システムの公道実証実験においては，遠隔型自動運転シス

テムの機能を含む。

イ 遠隔型自動運転システムの公道実証実験に関する事項
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使用する電気通信技術が原則として途絶しない場所であるなど実験車両を安

全に走行させるために必要な通信環境を確保できる場所であること。

⑶ 安全確保措置

ア 共通事項

（ｱ） 最高速度は，交通の状況，道路環境等（※１）に鑑みて十分な猶予をもっ

て安全に停止できる速度（※２）とし，当該最高速度が実施計画に盛り込ま

れていること。

※１ 遠隔型自動運転システムの公道実証実験においては，通信の応答に要

する時間も十分考慮すること。

※２ 当該道路の規制速度で走行している通常の自動車の停止距離と同等の

距離で停止することができる速度以下となることを想定（別添「【参考】

通常の自動車の停止距離等」参照）

（ｲ） 実験車両の前方及び後方から見やすい位置に自動運転の公道実証実験中で

ある旨が表示されていること（ただし，特定自動運行が終了した場合におい

て，当該特定自動運行用自動車を，危険を防止するため又は特定自動運行の

使用条件を満たす状態に戻すため必要な限度において短い距離を移動させる

場合は，表示を省略しても差し支えない。）。

（ｳ） 急病，停電等の理由により，監視・操作者の監視・操作が困難な状態とな

り得ることを踏まえた安全対策が盛り込まれた実施計画であること。

※ 安全対策の例

○ 自動的に実験車両を安全に停止させる。

○ 他の監視・操作者となる者が速やかに監視・操作を交代できる体制を

とる。

○ 監視・操作者の補助者となる者が，実験車両の緊急停止ボタンを押下

することができるようにする措置を講ずる。

イ 遠隔型自動運転システムの公道実証実験に関する事項

（ｱ） 交通事故等の場合に，警察官が必要に応じて，実験車両の原動機の停止等

ができるよう，原動機の停止方法その他実験車両が交通の障害とならないよ

うにするための措置の方法に係る資料を警察に提出していること。

（ｲ） 交通の安全と円滑を図るために緊急の必要が生じた場合であって警察官か

ら求められたときには，実験の関係者が現場に急行することができるよう体

制を整備していること。

（ｳ） 遠隔型自動運転システムの不具合等，遠隔操作が困難な状況において，実

験車両が安全に停止した後に車両を安全に移動させる方法が盛り込まれた実

施計画であること。

（ｴ） 保安要員が実験車両の運転者席に乗車する場合は，遠隔監視・操作者と当

該保安要員の役割を明確化し，実施計画に当該役割を明示するとともに，そ

れぞれに当該役割を認識させていること。

（ｵ） 当該遠隔型自動運転システムが，保安要員が実験車両の運転者席に乗車す

る場合において，当該保安要員が当該車両を運転するときは，遠隔監視・操
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作者が当該車両を操作できないものであること。

（ｶ） 当該保安要員は，乗車する実験車両の種類に応じ，必要な運転免許（仮免

許を除く。）を受けていること。

（ｷ） 通信の応答に要する時間が生じること，及び遠隔監視・操作者（申請に係

る遠隔型自動運転システムを用いて走行させる実験車両から遠隔に存在し

て，遠隔型自動運転システムを用いて実験車両を，状況に応じ，監視（モニ

ター）又は操作して走行させる監視・操作者をいう。以下同じ。）が把握で

きる周囲の状況が限定され得ることを踏まえた安全対策が盛り込まれた実施

計画であること。

※ 安全対策の例

○ 大雨や濃霧等の天候不良等，実験車両の周囲等の映像を遠隔監視カメ

ラにより鮮明に撮影することが困難な状況においては走行しない。

○ 先導車や誘導員を配置する。

⑷ 実験車両等の構造等

ア 共通事項

（ｱ） 道路運送車両の保安基準（昭和26年運輸省令第67号）の規定に適合してい

ること（同基準の緩和措置を受けている場合を含む。）。

（ｲ） 実験施設等において，実施しようとする公道実証実験において発生し得る

条件や事態を想定した走行を行い，実験車両が実証実験を行う公道において

安全に走行することが可能なものであることが実施主体により確認されてい

ること。

乗客を乗せて走行することを予定しているときには，発生し得る状況を予

測するなどして，できる限り急ブレーキ等にならないなど，乗客の安全にも

十分配慮した走行が可能なものであることが実施主体により確認されている

こと。

イ 遠隔型自動運転システムの公道実証実験に関する事項

（ｱ） 遠隔監視・操作者が，実験車両の制動機能を的確に操作することができる

ものであること。

（ｲ） 申請に係る最高速度で走行した場合においても，遠隔監視・操作者が，映

像及び音により，通常の自動車の運転者と同程度に，実験車両の周囲及び走

行する方向の状況を把握できるものであること。

（ｳ） 通信の応答に要する時間が，想定される一定の時間を超えた場合には，自

動的に実験車両が安全に停止するものであること。

（ｴ） 遠隔監視・操作者が，映像により実験車両内の状況を常に把握することが

でき，必要に応じて実験車両の車内にいる者及び車外にいる者との間で音声

の送受信により通話をするための機器を有するものであること（ただし，保

安要員が実験車両に乗車する場合を除く。）。

⑸ 監視・操作者となる者

ア 実験車両を安全に監視・操作する（緊急時の対応を含む。）ための教育・訓

練等（※）を実施主体から受けていること。
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※ 教育・訓練等の内容

○ 監視・操作者が常に法律上の運転者としての義務及び責任を負うことを

認識させる。

○ 実験車両を安全・円滑に監視・操作するための知識・技能を習得させる

（※）。

※ 遠隔型自動運転システムの公道実証実験においては，通信の応答に要

する時間が生じること，及び遠隔監視・操作者が把握できる周囲の状況

が限定され得ることを踏まえること。

○ 緊急時の対応に係る知識・技能を習得させる。

○ その他監視・操作者に必要な知識・技能を習得させる。

イ 実験車両の種類に応じ，必要な運転免許（仮運転免許を除く。）を受けてい

ること。

ウ 実験車両を旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で走行させようと

する場合は，必要な第二種運転免許を受けていること。

⑹ 遠隔型自動運転システムの公道実証実験において１名の遠隔監視・操作者が複

数台の実験車両を走行させる場合の審査の基準

ア 実施場所において，１名の遠隔監視・操作者が遠隔型自動運転システムを用

いて１台の実験車両を走行させる公道実証実験が各実験車両について既に実施

され，当該実施場所において，当該システム及び各実験車両を用いて安全に公

道を走行させることができることが確認されていること（※）。

※ 同時に監視・操作する実験車両の数を増やす場合は，原則として１台ずつ

増やすこととし，都度，新たな実験として道路使用許可申請を行うこと。

イ 遠隔監視・操作者が，映像及び音により，同時に全ての実験車両の周囲及び

走行する方向の状況を把握できるものであること。

ウ 走行中に遠隔監視・操作者が１台の実験車両について遠隔からの操作を行っ

た場合に，他の実験車両の監視・操作が困難となることを踏まえた安全対策

（※）が盛り込まれた実施計画であること。

※ 安全対策の例

○ 自動的に他の実験車両を安全に停止させる。

○ 追加の遠隔監視・操作者が速やかに他の実験車両の監視・操作を開始で

きる体制をとる。

⑺ 高速自動車国道等において遠隔型自動運転システムの公道実証実験を行う場合

の審査の基準

ア 実施場所において，警察庁が示す「自動走行システムに関する公道実証実験

のためのガイドライン」に従った実証実験が実験車両について既に実施され，

当該実施場所において，当該実験車両を用いて安全に区間の全部を自律走行さ

せることができることが確認されていること。

イ 実証実験中は，保安要員を実験車両又は実験車両の直前若しくは直後を走行

する誘導車両に常に乗車させる実施計画であること。

ウ 故障その他の理由により本線車道等において実験車両を運行することができ
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なくなったときは，当該保安要員が停止表示器材を表示し，速やかに当該車両

を本線車道等以外の場所に移動するため必要な措置を講ずることとするなど，

法律第75条の11に準じた故障等の場合の措置が盛り込まれた実施計画であるこ

と。

エ 通信遅延等の影響が最小限となる対策が盛り込まれた実施計画であること。

オ 実施主体が道路管理者と事前に協議し，実験時の走行方法や交通事故発生時

の対処要領を含む実施計画の内容について，道路管理者から必要な助言を受け，

その同意を得たものであること。

２ 許可期間等

許可期間は，原則として最大６か月の範囲内で，実験場所の交通状況に応じた期

間とする。ただし，道路使用の許可を行う警察署長，高速自動車国道又は自動車専

用道路に係るものについては高速道路交通警察隊長（以下「管轄警察署長等」とい

う。）が，行為の目的，場所，方法，形態，道路交通状況等を勘案し，交通規制課

と調整の上で，６か月を超える許可期間を定めることは差し支えない。

なお，許可期間内で実験内容に変更を加える場合又は許可期間満了後に同様の実

証実験を行うために道路使用許可を受ける場合における申請書の添付書類につい

て，道路交通法施行規則（昭和35年総理府令第60号）第10条第１項各号の事項のう

ち変更のない事項は，過去に提出された道路使用許可申請書に添付された書類によ

り既に補足されていると考えられることから，再度の添付は不要であり，変更とな

る事項を補足するために必要な書類のみを添付することで足りる。

３ 許可に付する条件

⑴ 実施場所，実施日時等

ア 共通事項

申請に係る場所及び日時並びに実施計画に従った走行方法でのみ実験車両を

走行させること。

イ 遠隔型自動運転システムの公道実証実験に関する事項

（ｱ） 申請に係る遠隔監視・操作者となる者以外の者が遠隔型自動運転システム

を用いて実験車両を走行させないこと。

（ｲ） 申請に係る遠隔型自動運転システムを用いないで実験車両を走行させない

こと（運転者となる者が実験車両内に乗車する場合を除く。）。

（ｳ） 遠隔監視・操作者の運転免許証の写しを実験車両に備え付けること。

ウ 特別装置自動車の公道実証実験に関する事項

次の(ｱ)及び(ｲ)を満たす申請に係る車内監視・操作者（実験車両が特別装置

自動車である場合の車内の監視・操作者をいう。）が実験車両に乗車すること。

（ｱ） 警察官又は警察職員（原則として運転免許試験の試験官又はその経歴のあ

る者とする。以下「警察官等」という。）が実験車両に乗車し，実験施設等

において，法令にのっとって当該実験車両を手動で走行させることができる

ことを確認する審査（以下「施設内審査」という。）に合格していること（た

だし，他の都道府県警察において過去に同型車両による施設内審査に合格し

ている者については，既に受審した項目についての審査は省略しても差し支
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えない。）。

（ｲ） 施設内審査に合格した上で，警察官等が実験車両に乗車し，原則として公

道実証実験を実施しようとする区間の全部を，交通事故を生じさせることな

く，かつ，法令にのっとって当該実験車両を手動で走行させることができる

ことを確認する審査（以下「路上審査」という。）に合格していること（た

だし，路上審査を受けるための走行においては，この限りでない。

また，車内監視・操作者のこれまでの経験や公道実証実験を実施しようと

する区間における交通環境，実施計画の内容等を総合的に勘案し，交通規制

課と調整の上で，路上審査を行うまでもなく，当該監視・操作者が実験区間

の全部を，交通事故を生じさせることなく，かつ，法令にのっとって当該実

験車両を手動で走行させることができると管轄警察署長等が判断した場合

は，路上審査を省略しても差し支えない。）。

（2） 実験車両を自律走行させる場合に付する条件

実証実験のうち，自動運転の実用化に向けた実証のための自律走行（以下「本

走行」という。）は，実験車両に乗車するなどした警察官等による，実験車両

が確実かつ安全に走行できることの確認（以下「公道審査」という。）（※）を

経て行うこと。

※ 公道審査の内容

○ 実施しようとする本走行の環境（昼夜間の別，交通量等）に対応した日

時等において行う。

○ 原則として，本走行を実施しようとする区間の全部を自律走行させ，

・ 交通事故や自動運転システム等の不具合を生じさせないこと

・ 法令にのっとっていること

・ 特に介入が必要な場合を除き基本的に自律的に走行できること（１名

の遠隔監視・操作者が複数台の実験車両を走行させる公道審査では，遠

隔監視・操作者が介入することなく複数台の実験車両が自律的に走行で

きること）

を確認する。

○ 監視・操作者が介入して安全に実験車両を停止させるなどの緊急時に必

要な操作を行うことができるものであることを確認する。

※ 公道審査を省略しても差し支えない場合

○ 管轄警察署長等が，実験車両の全てについて，同型車両であること，

及び同一の自律走行ができるように設定，調整等が適切に行われてい

ることを確認するとともに，道路使用許可申請に係る資料や実施主体

等のこれまでの経験等を総合的に勘案し，交通規制課と調整の上で，

一の車両について公道審査を行えば，他の同型車両についても交通事

故や自動運転システム等の不具合を生じさせることなく，法令にのっ

とって自律的に走行できると判断した場合

○ 特定自動運行が終了した後，当該特定自動運行用自動車を遠隔型自

動運転システム又は特別装置自動車の特別な装置を使用して当該特定



- 10 -

自動運行の経路で走行させる場合（ただし，遠隔型自動運転システム

を使用する場合は，遠隔監視・操作者が介入して安全に実験車両を停

止させるなどの緊急時に必要な操作を行うことができるかについて

は，公道審査で確認すること。）

⑶ 走行方法

ア 共通事項

（ｱ） 監視・操作者は，実験車両が走行している間，常に実験車両の周囲及び走

行する方向の状況や実験車両の状態を監視し，緊急時等に直ちに必要な操作

を行うことができる状態を保持すること（※）。

※ 運転者を要する自動運行装置に付された使用条件で同装置を使用して走

行させる場合には，監視・操作者は，実験車両が走行している間，必要に

応じて実験車両の周囲及び走行する方向の状況や実験車両の状態を監視

し，直ちに必要な操作を行うことができる状態を保持すること。

（ｲ） 監視・操作者が実験車両を走行させているときに，監視・操作者の視野及

び操作が妨げられることがないようにすること。

（ｳ） 乗客がある場合は，乗降の状況を監視・操作者やその補助者が確認するな

ど，乗客の安全の確保に必要な措置を講ずること。

（ｴ） その他，実験車両の構造，性能，申請に係る日時及び場所に応じて，安全

に公道を走行するための必要な対策を講ずること。

イ 遠隔型自動運転システムの公道実証実験に関する事項

（ｱ） 実験車両が，自律的に走行することが困難になるなどして，遠隔監視・操

作者が電気通信技術を利用して介入し，実験車両の運転操作を行う場合は，

路肩に寄せるなど必要最小限の操作に限ること。

（ｲ） 高速自動車国道等において実証実験を行う場合は，実験車両又は誘導車両

に乗車する者のうち少なくとも１名は，実験車両の種類に応じ，必要な運転

免許（仮免許を除く。）を受けていること。

⑷ 交通事故の場合の措置等

ア 共通事項

（ｱ） 実験車両にドライブレコーダーやイベントデータレコーダー等を搭載して

車両の前後方及び車両内の状況並びに車両状態情報の記録を行うほか，監視・

操作者の操作状況等の映像，音声，実験車両に係るセンサ等により収集した

車両状態情報を含む各種データ，センサの作動状況等（※）を記録し，これ

らを適切に保存することにより，交通事故等が発生した場合に事故原因等を

検証可能とする措置を講ずること。

※ 遠隔型自動運転システムの公道実証実験においては，通信ログを含む。

（ｲ） 公道実証実験中に交通事故が発生した場合には実験を中止し，前記（ｱ）

の記録等を必要に応じて関係機関に提出することを含め，適切に保存・活用

すること。

（ｳ） 交通事故等の場合に，消防職員が適切に消防活動を行うことができるよう，

あらかじめ，実験車両の構造，停止方法その他の消防活動に必要な実験車両
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に関する事項及び実験日時その他の実験内容に関する事項を記載した資料を

関係消防機関に提出し，当該消防機関に説明を行うこと。

（ｴ） 自動運転システムの不具合等により交通事故が発生し実験を中止した場合

であって，実証実験を再開しようとするときは，事故原因を明らかにし，警

察と協議の上で再発防止策を講じ，改めて公道審査を経ること。

イ 遠隔型自動運転システムの公道実証実験に関する事項

交通事故があったときは，実験車両内にいる者に救護措置や道路における危

険防止のための措置等を講ずるよう協力を求めること。

⑸ その他

道路又は交通の状況に照らし，交通の安全と円滑を図るために必要と認められ

る事項

４ 許可に係る指導事項

⑴ 共通事項

ア 実施主体は，自動車損害賠償責任保険に加え，任意保険に加入するなどして，

適切な賠償能力を確保するよう努めること。

イ 旅客自動車運送事業を営む場合には，自動運転車を導入する旅客自動車運送

事業者が安全性及び利便性を確保するために必要な事項を定めたガイドライン

等を参照し，活用すること。

ウ 審査の基準及び許可条件は最低限度のものであるので，監視・操作者は，自

動運転システムの機能及び実際の交通の状況に応じ，安全に走行させるととも

に，実施主体は予防安全技術や衝突後被害軽減技術に関する情報の収集に努め，

必要に応じて新たな技術の導入を検討すること。

エ 監視・操作者は，運転免許証を携帯すること。

オ 法令により自動車に備え付け，又は表示しなければならないこととされてい

る書類等は，実験車両に備え付け，又は表示すること。

カ 道路使用許可証又はその写しを実験車両内に備え付けること。

キ 実施主体は，地域住民をはじめとする関係者に対し，自動運転レベルを含む

実験の内容等についてあらかじめ広報又は説明を行い，正確な情報の提供及び

周知に努めること（※）。

※ 本走行を実施しようとする全区間において，自動運転システムが運転操作

の全部を代替する機能を有していないにもかかわらず，レベル３以上の自動

運転車であるかのような誤った情報提供がなされないようにすること。

ク 実施主体は，運行を計画する段階から関係者間で安全対策を検討し，認識を

共有するとともに，合意した安全対策が確実に実施されるよう配意すること

（※）。

※ 例えば，交差点に交通誘導員を配置する場合には，横断歩道により横断し

ようとする歩行者がいるときには，横断歩道に進行してくる車両を制止し，

当該車両の停止を確認してから，歩行者を横断させるなど，交通ルールに対

する認識の共有を図ること等が考えられる。

ケ 実施主体は，実施場所の道路管理者に対して，事前に協議を行うとともに，
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交通事故等が発生した場合には速やかに連絡すること。

コ 走行中に生じた自動運転システムの安全に係る不具合や走行中著しく他人に

迷惑を及ぼした場合等の特異事案（※）については，その状況を直ちに所轄警

察署長に通報するとともに，再発防止策を報告すること。

※ 特異事案の例

◯ 前を走行する車両に接近しているとき，右左折をしようとするとき等に

減速又は停止しなければならないにもかかわらず，システムの不具合等に

より減速又は停止せず，手動走行に切り替えて急停止するなどして交通事

故を回避したヒヤリハット事例

◯ システムの不具合等により実験車両が走行中に突然停止し，後続車両の

通行の妨げとなるなどした場合

サ 関係法令を遵守すること。

シ その他道路又は交通の状況に照らし，交通の安全と円滑を図るために適当と

認められる事項

⑵ 遠隔型自動運転システムの公道実証実験に関する事項

ア サイバーセキュリティ基本法（平成26年法律第104号）等を踏まえ，公道実

証実験を安全に行うために，適切なサイバーセキュリティの確保に努めること。

イ 遠隔監視・操作者が遠隔操作装置を離れるときは，他人が実験車両を走行さ

せることができないよう措置を講ずること。

５ 備考

遠隔監視・操作者が，通常のハンドル・ブレーキと異なる特別な装置を用いて電

気通信技術を利用して当該自動車の運転操作を行うことができるシステムを用いる

場合にも，遠隔監視・操作者は，法律上の運転者の義務を負うこととなるが，加え

て，３⑴ウに準じて施設内審査及び路上審査を受け，これに合格していることが必

要である。

また，特別装置自動車を実験車両とする遠隔型自動運転システムの公道実証実験

を行う場合にも，車内に補助する者が乗車したときを含め，法律上の運転者に課さ

れた義務を負うのは，遠隔監視・操作者である。

他方，当該公道実証実験を実施中に当該実験車両が停止し，遠隔型自動運転シス

テムの不具合等により遠隔操作が困難となった場合において，当該実験車両を車内

に設置された通常のハンドル・ブレーキと異なる特別な装置により手動で操作して

移動させるときは，当該操作する者は３⑴ウに示すとおり施設内審査及び路上審査

を受け，これに合格していることが必要である。この場合，当該操作する者が，法

律上の運転者に課された義務を負う。
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別添

【参考】通常の自動車の停止距離等

速度（km/ｈ）
摩擦係数0.7の場合

停止距離（ｍ） 停止時間（秒）

5 1.18 0.95

10 2.64 1.15

15 4.40 1.36

20 6.42 1.56

25 8.72 1.76

30 11.31 1.96

35 14.18 2.17

40 17.33 2.37

45 20.77 2.57

50 24.48 2.77

55 28.47 2.98

60 32.75 3.18

65 37.30 3.38

70 42.14 3.58

75 47.26 3.79

80 52.66 3.99

85 58.34 4.19

90 64.30 4.39

95 70.55 4.60

100 77.07 4.80

※１ 上の表は，摩擦係数0.7の路面（乾燥した平たんな舗装路面を想定）において通常の

自動車が急制動を行った場合（空走時間を0.75秒と想定）における速度別停止距離及

び停止時間（小数点以下第３位を四捨五入）を表したものである。

※２ 停止距離（停止時間）とは，運転者が危険を感じてからブレーキを踏み，ブレーキ

が実際に効き始めるまでの間に車が走る距離（時間）と，ブレーキが効き始めてから

車が停止するまでの距離（時間）とを合わせた距離（時間）をいう。




